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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 平成 24 年 5 月 10 日（木）午前 10 時～午前 10 時 19 分 

開 催 場 所 301 会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財務部長、財政担当部長、総務部

長、市民部長、生活環境部長、健康福祉部長、高齢・障害担当

部長、都市整備部長、建設管理担当部長、教育部長、学校教育

担当部長、生涯学習スポーツ担当部長、議会事務局長、会計管

理者 

欠席者：な し 

説明員：企画政策課長 

議 題 
１ 平成 24 年度主要事業の執行計画について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１について：原案のとおり承認することとした。 

議題２について：特になし。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに
まとめる。) 
 

（発言者） 
○印=構成員 
●印=説明員 

議題１ 平成 24 年度主要事業の執行計画について 

（企画財務部長説明） 

  本件は、武蔵村山市主要事業進行管理規則第 3 条の規定に基づき、

平成 24 年 4 月 13 日付で決定した平成 24 年度に進行管理を行う主要

事業に係る執行計画について、同規則第 7 条第 2 項の規定により、庁

議に付議するもの。内容については、企画政策課長から説明を行う。 

 

（企画政策課長説明） 

本年 4 月 12 日開催の庁議において、12 件の主要事業を選定した。 

本会議は、各進行管理者から提出された執行計画の承認を受けるも

の。各執行計画書の概要について、「平成 24 年度主要事業 執行計画

総括表」に基づき説明する。 

 

⑴ 第 68 回国民体育大会推進事業 

   平成 25 年度のスポーツ祭東京 2013 の開催に向けて、随時、実行

委員会総会、常任委員会及び専門委員会を開催し、啓発活動を行う

ほか、8 月にリハーサル大会の開催、10 月に国民体育大会の視察、

12 月に 1 年前イベントとして社会人チームによるエキシビジョ

ン・マッチ等の開催を行う予定。 

 

⑵ 福祉会館等耐震補強事業 
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 ア 福祉会館耐震補強工事 

  イ 第二老人福祉館耐震補強工事  

    本年 9 月から 12 月にかけて、福祉会館及び第二老人福祉館の

耐震補強工事を施工予定。また、当該事業に係る補助金の交付申

請等の手続を計画表のとおり行う予定。 

 

⑶ 学童クラブ整備事業 

   1 小学校区 1 学童クラブの整備を進めるため、第九小学校の敷地

内に学童クラブを新設するもの。本年 6 月から実施設計に着手し、

8 月に地盤調査を行う。その後、10 月から来年 2 月にかけて建築工

事を施工し、これに合わせて備品購入を行う予定。 

 

⑷ 学校施設整備事業 

ア 校舎普通教室冷房化工事（8 校） 

    昨年度から 2 か年の計画で、冷房設備設置工事を行うもの。本

年 5 月から 9 月にかけて、第一、第二、第八、第九、第十、雷塚

小学校、第一中学校、村山学園において、設置工事を施工予定。 

イ 校舎空調設備改修工事（1 校） 

    本年 7 月から 12 月にかけて、第七小学校の空調設備改修工事

を施工予定。同校の普通教室冷房化工事は、本工事により実施す

る。 

ウ 校庭芝生化整備工事（5 校） 

    平成 22 年度から本年度までの 3 か年計画で、市内小・中学校

全校の校庭の芝生化を図るもの。本年 6 月から 10 月にかけて、

第二、第八、第九、第十、雷塚小学校において、芝生化整備工事

を施工予定。 

 

⑸ 主要市道整備事業 

  ア 主要市道第 2 号線交差点拡幅整備 

    本年 10月から 11月にかけて測量調査及び道路線形の設計を行

い、その後、警視庁協議を経て、不動産鑑定、用地取得等を進め

る予定。なお、警視庁協議の状況により、用地取得等は来年度に

なる可能性がある。 

  イ 主要市道第 12 号線拡幅整備 

    土地開発公社が先行取得した用地に対する利子補給を行うほ

か、本年 10 月から 12 月にかけて測量調査、交通量調査及び道路

線形の設計を行い、その後、警視庁協議を経て、住民説明会を行

う予定。なお、警視庁協議の状況により、住民説明会は来年度に

なる可能性がある。 
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  ウ 主要市道第 17 号線整備 

    本年度は用地取得及び物件補償を進め、来年度に道路築造を行

う予定。 

 

⑹ 多摩都市モノレール関連事業 

   継続事業として、多摩都市モノレール延伸に向けた要望活動のほ

か、検討委員会等の開催、瓦版の発行、誘致看板の設置等を行う。

また、新たにＰＲ用品の購入及び配布、要望活動用及び市民向けの

パンフレットの作成等を行う予定。 

 

⑺ 地域公共交通検討事業 

   継続事業として、引き続き地域公共交通会議を開催し、公共交通

における諸課題の検討を行う。市内循環バスについては、来年 1

月の新ルート運行開始に向けて諸準備を進める。コミュニティタク

シーについては、バス交通体系のあり方を踏まえ、上半期に実証実

験運行計画を策定した上で、来年 1 月の運行開始に向けて諸準備を

進める。 

 

⑻ 運動広場整備事業 

  ア 中村運動広場（仮称）整備 

    本年 8 月から 12 月にかけて整備工事を施工し、12 月議会にて

条例改正を行った後、来年 1 月に供用開始の予定。 

  イ 中藤五丁目運動広場（仮称）整備 

    本年 10 月から 12 月にかけて整備工事を施工し、12 月議会に

て条例改正を行った後、来年 1 月に供用開始の予定。 

 

⑼ 都市核地区土地区画整理事業 

   平成 14 年度からの継続事業として、㈶東京都新都市建設公社に

業務委託するもの。本年度も、仮換地指定、道路築造工事、建物移

転等を予定。 

 

 ⑽ 新青梅街道沿道まちづくり推進事業 

   今後、有識者や市民等で構成する新青梅街道沿道地区まちづくり

協議会（仮称）を設置し、新青梅街道沿道地区まちづくり計画の策

定に向けて検討を進める予定。 

 

 ⑾ 緑が丘地区暫定管理事業 

   都営村山団地の建替えに伴う約 3.7ｈａの空地をひまわり畑と

して整備するもの。本年 4 月から 7 月にかけて管理地整備を進め、
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今月にはひまわり畑の愛称選定及び市民ボランティア等による種

まきを行う。開園時期は、7 月中旬から下旬を予定。 

 

 ⑿ 温泉施設大規模改修事業 

   今月から 8 月にかけて改修工事を施工し、その後、試運転及び検

査、営業研修等を行い、10 月に再オープンの予定。 

 

（質疑等） 

○ 国体のリハーサル大会と 1 年前イベントとの違いは何か。 

○ リハーサル大会は、運営のリハーサルとして実施する。1 年前イベ

ントは、社会人等のチームによるハンドボールの試合を行うことで、

啓発活動に努めるものである。 

○ リハーサル大会でも試合を開催するのではないか。 

○ クラブチームの全国大会を実施するが、あくまでリハーサル大会は

運営のリハーサルであり、国体の予選会というような位置付けではな

い。 

○ ウォーキングイベントとは何か。 

○ 来年の本大会前に瑞穂町との共催で野山北・六道山公園近辺を会場

として実施するイベントである。 

○ 1 年前イベントとは別物なのか。 

○ 1 年前イベントは、ハンドボールに興味を持ってもらうために、エ

キシビジョン・マッチとして社会人等のチームにより、レベルの高い

試合を行うものである。 

○ 国体のリハーサル大会の視察にも行くのか。 

○ 岐阜県の本大会の視察に行く。 

○ リハーサル大会は視察済みということか。 

○ そのとおり。 

○ 多摩都市モノレール関連事業の執行計画書について、区分にある検

討委員会等運営及び市民への情報提供の期間が 4月から 3月までであ

るが、例えば、市報掲載は 8 月及び 1 月に実施というように、進行管

理上の見通しを記載した方が良いのではないか。 

○ 例えば、前年度の新青梅街道拡幅整備の事業認可などのように、折

に触れて情報提供を行うことが多いため、市報掲載を行う時期の見通

しが立っていない。関連した情報があった際に提供していくという状

況であるため、執行計画書にあるような記載となった。確かに進行管

理という面ではふさわしくないかもしれないが、今の段階では掲載時

期等を決められない。 

○ 検討委員会の部会の日程も決まっていないのか。 

○ 今年度の第 1 回開催日の見通しはあるが、その後は検討状況を見な
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がら決めていく。 

○ 執行計画書の規模の欄には何を記載すればよいのか。金額が記載さ

れている計画書がある一方、緑が丘地区暫定管理事業では単位がｈａ

で記載されている。 

● 金額は合計欄に記載してもらうので、主要市道第 17 号線整備で用

地取得する面積のように、金額以外に数値で表せるものを記載しても

らい、記載する数値がない場合には、全体の事業費を記載してもらっ

ていた。いずれにしても、金額を記載する箇所ではない。 

○ 面積等を記載する方が妥当ということか。 

● そのとおり。指摘を踏まえて、今後は統一した形としたい。 

 

（結論） 

原案のとおり承認することとする。 

 

議題２ その他 

  特になし。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財務部 企画政策課（内線：375） 

（日本工業規格Ａ列４番） 


